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   優良民間社会福祉事業施設・団体に対する御下賜金
ご か し き ん

の 

   伝達について 

 

 

 ２月２３日の天皇誕生日に際し、社会福祉事業御奨励の思し召しにより、社会福祉 

法人いなほ福祉会」に対し天皇陛下から金員の御下賜がありましたので、次のとおり 

福祉保健部長から伝達します。 

                                            

 日  時  令和６年２月１９日（月） １５時００分～ 

 

 場  所    社会福祉法人 いなほ福祉会 法人事務センター 

所 在 地  和歌山県新宮市佐野９５４－３ 

 

  拝受団体  社会福祉法人 いなほ福祉会 （理事長 細野 建治） 

        所 在 地 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町中里５７５番地 

        設立認可 平成１０年８月２４日 

 

 

  [資格要件] 

１ 社会福祉法第２条に規定する第１種社会福祉事業又は第２種社会福祉事業を 

行うことを目的とするものであること。 

２ 本年２月２３日現在において、創立後５年以上の事業経歴を有し、かつ、過去  

５年間に御下賜金を拝受していない施設・団体であること。 

 

 [拝受法人の沿革] 

   平成１０年 ８月 社会福祉法人 いなほ福祉会 設立 

    平成１１年 ４月 「いなほ作業所」開所 

    平成１５年 ４月 「通園くじら」開所 

  平成２２年 ４月 「ワークショップゆう」開所 

    平成２７年 ２月 「平見ハイツ」開所 

  平成２７年 ４月 「通園らっこ」開所 

  ＊現在、那智勝浦町を拠点に障害者福祉サービス事業所（就労継続支援Ｂ型、生活 

介護、児童発達支援センター、児童発達支援事業）やグループホームを運営 

   

 [今年度の全国拝受状況]  ６６施設・団体が拝受 


